
資料２ 

湖 選 委 第      号

令和４年(2022 年)５月 12 日 

（対象区長）

湖南市選挙管理委員会

委員長  山 中  恒 男

第 26回参議院議員通常選挙、滋賀県知事選挙および滋賀県議会議員補欠選挙 

に係る投票管理者および投票立会人の推薦について（依頼）

平素は、各種選挙の執行に格段のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

 さて、令和４年度に執行される第 26回参議院議員通常選挙、滋賀県知事選挙および滋賀県議

会議員補欠選挙における第〇投票区（投票所名）の投票管理者および投票立会人の推薦について、

ご多忙のところ恐縮ですが、下記要領によりご推薦賜りたくよろしくお願い申し上げます。 

投票日は７月 10日（日）を想定しておりますが、参議院議員通常選挙の期日によっては、各

選挙の期日が変更されたり、参議院議員通常選挙と滋賀県知事選挙および滋賀県議会議員補欠選

挙の期日が別々となる場合があります。その際にはご連絡させていただきますので、投票管理者

および投票立会人の推薦について再度ご調整をお願いいたします。お手数をおかけすることとな

り申し訳ありませんが、選挙の意義をご理解の上、ご協力賜りますようお願い申し上げます。 

記

１．推薦いただきたい人数 ○投票管理者 １人

○投票立会人  ２人

２．提出書類  ○投票管理者および投票立会人推薦書   １部 

○投票管理者就任承諾書   １部 

○投票立会人就任承諾書   ２部 

※ 複数の行政区で構成される投票区につきましては、提出書類を各投票区に１組のみ送付して

おります。○○区長様と協議および調整のうえご推薦くださるようお願いいたします。 

３．提出期限  令和４年６月 10日（金） 

４．提出先  湖南市選挙管理委員会事務局（東庁舎総務課内） 

（裏面に続きます）



５．推薦にあたっての留意事項 

（１）投票管理者について 

  【主な仕事】投票所における投票事務全般の管理執行 

投票所の設備整備及び秩序保持、選挙人名簿や投票箱等の書類や物品の受領及び保管、 

投票状況の報告、投票録等作成、投票箱等の送致 等  

※職務代理者（市職員）が補佐します。

① 投票日当日は、午前６時 40分から午後９時頃までご就任いただける方をご推薦く

ださい。 

※ 投票時間は、午前７時から午後８時までですが、集合時間を午前６時 40 分とし、

投票終了後には投票箱等を開票所まで届け、検収（確認）を受けていただきます。

（市職員も同行します。） 

② 次の行為が制限、禁止されますので、公正中立な方をご推薦ください。

ア 当該選挙の選挙運動はできません。（公職選挙法第 135条）

イ 当該選挙の候補者となることができません。（公職選挙法第 88条）

＊選挙運動とは、当該選挙において、特定の候補者の当選を目的として、投票を得ま

たは得させるために、直接・間接を問わず選挙人に働き掛ける行為を言います。 

③ 後日案内を送付しますが、下記日程により投票管理者・同職務代理者事務打合会を

開催しますので、必ずご出席ください。 

 日時（予定） 令和４年７月８日（金） 午後２時30分から 

 場所 湖南市共同福祉施設２階 大ホール 

※ 事務打合会で投票日当日の食事代（投票管理者１人、投票立会人２人および投票

事務従事者（投票所により人数が違います。）の人数分×2,000円）をお渡ししま

すので、当日の食事の手配をお願いいたします。 

（２）投票立会人について 

【主な仕事】投票事務の執行が公正に行われるよう立ち会うこと。 

投票所の開閉や投票用紙交付等投票手続きの全般に立ち会うこと、投票箱の送致 等 

① 投票日当日は、午前６時 40分から午後９時頃までご就任いただける方をご推薦く

ださい。 

※ 投票時間は午前７時から午後８時までですが、集合時間を午前６時 40分としま

す。投票終了後は、投票立会人２人のうち１人は、投票管理者と一緒に投票箱等を

開票所まで届け、検収（確認）を受けていただきます。また、もう１人は、開票所

での確認が終了し、その旨連絡が入るまで、市職員と共に投票所で待機していただ

きます。 

② 同じ投票区において、同一政党その他の政治団体に属する方２人を投票立会人に選

任することはできません。（公職選挙法第 38条第４項） 

③ 当該選挙の候補者は立会人に選任することはできません。（公職選挙法第 38条第

３項） 

問い合わせ先 

湖南市選挙管理委員会事務局（総務課内） 

書 記  米津・川瀬 

電 話  ０７４８－７１－２３５７ 

ＦＡＸ  ０７４８－７２－３３９０ 

メール  koukai@city.shiga-konan.lg.jp 



第 26 回参議院議員通常選挙、滋賀県知事選挙および滋賀県議会議員補欠選挙

投票管理者および投票立会人推薦書

湖南市選挙管理委員会

委員長 山 中 恒 男 宛

令和４年 月 日

区長

氏名 ㊞

 令和４年７月 10 日執行予定の第 26 回参議院議員通常選挙、滋賀県知事選挙および滋賀

県議会議員補欠選挙における第〇投票区（投票所：投票所名）の投票管理者および投票立

会人として、下記の者を適任者として認め推薦します。 

記

氏 名 住 所

投票管理者 湖南市

投票立会人

湖南市

湖南市



投票管理者就任承諾書

 わたしは、令和４年７月 10日執行予定の第 26回参議院議員通常選挙、滋賀県知事選挙

および滋賀県議会議員補欠選挙における第〇投票区（投票所：投票所名）の投票管理者と

して就任することを承諾します。 

湖南市選挙管理委員会 

委員長 山 中  恒 男  宛 

令和４年  月  日 

住  所 湖南市  

氏  名   ㊞ 

生年月日 ㍽・㍼・㍻   年 月 日 

電話番号 － 



投票立会人就任承諾書

 わたしは、令和４年７月 10日執行予定の第 26回参議院議員通常選挙、滋賀県知事選挙

および滋賀県議会議員補欠選挙における第〇投票区（投票所：投票所名）の投票立会人と

して就任することを承諾します。 

湖南市選挙管理委員会

委員長 山 中 恒 男 宛

令和４年  月  日

住  所 湖南市  

氏  名   ㊞

生年月日 ㍽・㍼・㍻   年 月 日

電話番号 － 

所属政党もしくは

政 治 団 体 名

※ いずれかの政党もしくは政治団体に所属されている場合は、その旨をご記入くださ

い。いずれにも所属しておられない場合は、｢無所属｣とご記入ください。

（１つの投票区において同じ政党もしくは政治団体に所属する人２人を投票立会人に

選任することができないため、確認させていただくものです。（公職選挙法第 38条第

４項））



投票区名 区域 推薦依頼区⻑ その他区⻑① その他区⻑② その他区⻑③ その他区⻑④
第１投票区 三雲 三雲区⻑ 様
第２投票区 妙感寺 妙感寺区⻑ 様
第３投票区 吉永 吉永区⻑ 様
第４投票区 夏⾒ 夏⾒区⻑ 様
第５投票区 針 針区⻑ 様
第６投票区 中央・ルモン甲⻄ 中央区⻑ 様 ルモン甲⻄区⻑様
第７投票区 平松 平松区⻑ 様
第８投票区 柑⼦袋 柑⼦袋区⻑ 様
第９投票区 ⽯部東・宮の森 ⽯部東区⻑ 様 宮の森区⻑様
第10投票区 ⽯部中央・岡出 ⽯部中央区⻑ 様 岡出区⻑様
第11投票区 ⽯部⻄ ⽯部⻄区⻑ 様
第12投票区 宝来坂・⻄寺・丸⼭ 宝来坂区⻑ 様 ⻄寺・丸⼭区⻑様
第13投票区 ⽯部南 ⽯部南区⻑ 様
第14投票区 東寺 東寺区⻑ 様
第15投票区 朝国 朝国区⻑ 様
第16投票区 岩根 岩根⻄区⻑ 様 岩根東区⻑様 岩根東⼝区⻑様 岩根花園区⻑様
第17投票区 正福寺 正福寺区⻑ 様
第18投票区 北⼭台 北⼭台区⻑ 様
第19投票区 菩提寺 菩提寺区⻑ 様
第20投票区 みどりの村 みどりの村区⻑ 様
第21投票区 三上台 三上台区⻑ 様
第22投票区 イワタニランド・近江台 イワタニランド区⻑ 様 近江台区⻑様
第23投票区 ハイウェイサイドタウン ハイウェイサイドタウン区⻑ 様
第24投票区 下⽥・堂の城 下⽥南区⻑ 様 下⽥東区⻑様 下⽥⻄区⻑様 下⽥北区⻑様 堂の城区⻑様
第25投票区 中⼭ 中⼭区⻑ 様
第26投票区 桐松・緑ヶ丘 緑ヶ丘区⻑ 様 桐松区⻑様
第27投票区 ⼤⾕ ⼤⾕区⻑ 様
第28投票区 湖南団地 湖南⼯業団地南区⻑ 様 湖南⼯業団地北区⻑様 湖南⼯業団地中区⻑様

有権者数
輪番
※無投票の場合はノーカウント
R3市議︓⽯部東、R3衆議︓宮の森

有権者数

有権者数

輪番（東⼝→花園→⻄→東）
※無投票の場合はノーカウント
R3市議︓東⼝、R3衆議︓花園

有権者数
下⽥連合区⻑（要確認）
R4年度は下⽥南区

輪番
※無投票の場合はノーカウント
R3市議︓緑ヶ丘、R3衆議︓桐松

学区⻑（要確認）
R4年度は団地南
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